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令和５年１２月県議会定例会付議予定案件

１．令和５年度補正予算案件 ６件

議案第１２６号 令和５年度和歌山県一般会計補正予算

〇補正額 ３３，５８７，８６１千円
（補正前予算総額 ６５５，１２０，８１６千円→
補正後予算総額 ６８８，７０８，６７７千円）

○繰越明許費の設定（追加）

○債務負担行為の設定（追加）

議案第１２７号 令和５年度和歌山県営競輪事業特別会計補正予算

○補正額 ６３９千円
（補正前予算総額 ２７，９１１，１７０千円 →
補正後予算総額 ２７，９１１，８０９千円）

議案第１２８号 令和５年度和歌山県立こころの医療センター事業会計補正予算

○補正額 １５，８７３千円
（補正前予算総額 ２，５０３，８４０千円 →
補正後予算総額 ２，５１９，７１３千円）

○債務負担行為の設定（追加）

議案第１２９号 令和５年度和歌山県工業用水道事業会計補正予算

○補正額 １４，２６７千円
（補正前予算総額 １，８９４，３１９千円 →
補正後予算総額 １，９０８，５８６千円）

議案第１３０号 令和５年度和歌山県土地造成事業会計補正予算

○補正額 ２５４千円
（補正前予算総額 ８２９，８２１千円 →
補正後予算総額 ８３０，０７５千円）

議案第１３１号 令和５年度和歌山県流域下水道事業会計補正予算

○補正額 １２７，０５０千円
（補正前予算総額 ４，１２８，３０６千円 →
補正後予算総額 ４，２５５，３５６千円）

２．条例案件 １５件

議案第１３２号 知事及び副知事の給与その他の給付条例の一部を改正する条例
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(人事課)

知事及び副知事の給与について、期末手当の支給割合を改めるもの
・内容：期末手当の令和５年１２月期及び令和６年６月期以降に係る支

給割合の改定
（１）令和５年１２月期支給月数 １．６５月→１．７５月
（２）令和６年６月期以降支給月数 １．７５月→１．７０月
年間支給月数 (３．３０月) → (３．４０月)

・施行日：公布の日（一部は、令和６年４月１日）
なお、「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」等で、

当該条例を準用しているため、議会の議員、教育長及び常勤の監査委員
の期末手当の支給割合も同様に改定される

議案第１３３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (人事課)

職員の給与について、その給料月額及び初任給調整手当の上限額の改
定を行うとともに、期末手当及び勤勉手当の支給割合を改めるほか、規
定の整備を行うもの
・内容：
（１）給料月額の改定

・改定率 行政職給料表 １．０％
研究職給料表 １．０％
医療職給料表（１） １．４％
医療職給料表（２） ０．９％
医療職給料表（３） ０．９％

（２）初任給調整手当の支給限度額の改定
ア 医師・歯科医師

月額 ４１４，８００円 → 月額 ４１５，６００円
イ 獣医師

月額 ３３，１００円 → 月額 ４０，０００円
（３）期末手当の支給割合の改定
【定年前再任用短時間勤務職員以外の職員】
・一般職員

ア 令和５年１２月期支給月数 １．２０月→１．２５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．２５月→１．２２５月
年間支給月数 (２．４０月) → (２．４５月)

・特定幹部職員
ア 令和５年１２月期支給月数 １．００月→１．０５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．０５月→１．０２５月
年間支給月数 (２．００月) → (２．０５月)

【定年前再任用短時間勤務職員】
・一般職員

ア 令和５年１２月期支給月数 ０．６７５月→０．７０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 ０．７０月→０．６８７５月
年間支給月数 (１．３５月) → (１．３７５月)

・特定幹部職員
ア 令和５年１２月期支給月数 ０．５７５月→０．６０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 ０．６０月→０．５８７５月
年間支給月数 (１．１５月) → (１．１７５月)

（４）勤勉手当の支給割合の改定
【定年前再任用短時間勤務職員以外の職員】
・一般職員
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ア 令和５年１２月期支給月数 １．００月→１．０５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．０５月→１．０２５月
年間支給月数 (２．００月) → (２．０５月)

・特定幹部職員
ア 令和５年１２月期支給月数 １．２０月→１．２５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．２５月→１．２２５月
年間支給月数 (２．４０月) → (２．４５月)

【定年前再任用短時間勤務職員】
・一般職員

ア 令和５年１２月期支給月数 ０．４７５月→０．５０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 ０．５０月→０．４８７５月
年間支給月数 (０．９５月) → (０．９７５月)

・特定幹部職員
ア 令和５年１２月期支給月数 ０．５７５月→０．６０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 ０．６０月→０．５８７５月
年間支給月数 (１．１５月) → (１．１７５月)

（５）新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴う規定
の整備

・施行日：公布の日（一部は、令和６年４月１日）

議案第１３４号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
(人事課)

一般職の任期付研究員の給与について、第１号任期付研究員及び第２
号任期付研究員の給料月額の改定を行うとともに、第１号任期付研究員
及び第２号任期付研究員の期末手当の支給割合を改めるもの
・内容：
（１）給料月額の改定
（２）期末手当の支給割合の改定

ア 令和５年１２月期支給月数 １．６５月→１．７５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．７５月→１．７０月
年間支給月数 (３．３０月) → (３．４０月)

・施行日：公布の日（一部は、令和６年４月１日）

議案第１３５号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正す
る条例 (人事課)

一般職の任期付職員の給与について、特定任期付職員の給料月額の改
定を行うとともに、特定任期付職員の期末手当の支給割合を改めるもの
・内容：
（１）給料月額の改定
（２）期末手当の支給割合の改定

ア 令和５年１２月期支給月数 １．６５月→１．７５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．７５月→１．７０月
年間支給月数 (３．３０月) → (３．４０月)

・施行日：公布の日（一部は、令和６年４月１日）

議案第１３６号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条
例 (人事課)

会計年度任用職員の給与について、その基準月額に係る基礎額及び上
限額の改定を行うとともに、期末手当の支給割合を改めるほか、勤勉手
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当を新設するもの
・内容：
（１）基準月額に係る基礎額及び上限額の改定
（２）期末手当の支給割合の改定

ア 令和５年１２月期支給月数 １．２５月→１．３０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．３０月→１．２２５月
年間支給月数 (２．５０月) → (２．５５月)(令和５年度)

→ (２．４５月)(令和６年度)
（３）勤勉手当の新設

令和６年度以降支給月数 １．０２５月
年間支給月数 (２．０５月)

・施行日：公布の日（一部は、令和６年４月１日）

議案第１３７号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
(人事課)

職員に支給する特殊勤務手当について、家畜伝染病予防法に規定する
家畜の伝染性疾病の患畜が発生した場合において、当該患畜に接する作
業等に直接従事したとき等に支給する防疫業務等手当の額を改定すると
ともに、規定の整備を行うもの
・施行日：公布の日

議案第１３８号 和歌山県税条例の一部を改正する条例 (税務課)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律等の施行に伴い、所要の
改正を行うもの
・施行日：令和６年１月１日

議案第１３９号 附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 (行政管理課)

知事の附属機関として和歌山県こども施策審議会を設置するとともに、
所要の改正等を行うもの
・施行日：令和６年４月１日（一部は、公布の日又は令和６年１月１日）

議案第１４０号 和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例及び和歌山県人権尊重の社
会づくり条例の一部を改正する条例 (人権政策課)

結婚及び就職に際しての身元の調査等による部落差別を行ったことを
事由として勧告を受けた県内事業者が、当該勧告に従わない場合には、
その旨及び当該勧告の内容を公表することができることとするとともに、
所要の改正を行うもの
・施行日：令和６年４月１日

議案第１４１号 和歌山県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例
(障害福祉課)

障害を理由とする差別の解消を推進するため、全ての国民に基本的人
権の享有を保障する日本国憲法、全ての国民が、障害の有無によって分
け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する
社会の実現に資することを目的とする障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律及び全ての県民の人権が尊重される豊かな社会の実現を
図ることを目的とする和歌山県人権尊重の社会づくり条例の理念にのっ
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とり、障害を理由とする差別の解消を推進するために必要な事項を定め
ることにより、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることな
く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与す
るもの
・施行日：公布の日（一部は、令和６年４月１日）

議案第１４２号 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例
(医務課)

県外において産科診療業務に従事する医師又は県外に居住し、産科診
療業務に従事した経験のある医師で、新たに県内分娩取扱医療機関に勤
務し、産科診療業務に従事しようとするものに対して貸与する研究資金
について、その返還に係る債務の免除の条件である産科診療業務の従事
期間を短縮することができることとするもの
・施行日：公布の日

議案第１４３号 和歌山県土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例
(農業農村整備課)

機構関連事業に係る特別徴収金を徴収することができるようにすると
ともに、所要の改正を行うもの
・施行日：公布の日（一部は令和６年４月１日）

議案第１４４号 教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (<教>教職員課)

教育職員の給与について、その給料月額の改定を行うとともに、期末
手当及び勤勉手当の支給割合を改めるほか、規定の整備を行うもの
・内容：
（１）給料月額の改定

・改定率 高等学校等教育職員給料表 ０．８％
中学校教育職員給料表 １．０％

（２）期末手当の支給割合の改定
【定年前再任用短時間勤務職員以外の職員】

ア 令和５年１２月期支給月数 １．２０月→１．２５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．２５月→１．２２５月
年間支給月数 (２．４０月) → (２．４５月)

【定年前再任用短時間勤務職員】
ア 令和５年１２月期支給月数 ０．６７５月→０．７０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 ０．７０月→０．６８７５月
年間支給月数 (１．３５月) → (１．３７５月)

（３）勤勉手当の支給割合の改定
【定年前再任用短時間勤務職員以外の職員】

ア 令和５年１２月期支給月数 １．００月→１．０５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．０５月→１．０２５月
年間支給月数 (２．００月) → (２．０５月)

【定年前再任用短時間勤務職員】
ア 令和５年１２月期支給月数 ０．４７５月→０．５０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 ０．５０月→０．４８７５月
年間支給月数 (０．９５月) → (０．９７５月)

（４）新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴う規定
の整備

・施行日：公布の日（一部は、令和６年４月１日）
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議案第１４５号 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(<教>教職員課)

市町村立学校職員の給与について、その給料月額の改定を行うととも
に、規定の整備を行うもの
・内容：
（１）給料月額の改定

・改定率 小学校、中学校等教育職員給料表 １．２％
高等学校等教育職員給料表 ０．８％
学校栄養職員給料表 １．１％

（２）新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正に伴う規定
の整備

・施行日：公布の日

議案第１４６号 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (<警>警務課)

警察官の給与について、その給料月額の改定を行うとともに、期末手
当及び勤勉手当の支給割合を改めるもの
・内容：
（１）給料月額の改定

・改定率 １．４％
（２）期末手当の支給割合の改定
【定年前再任用短時間勤務警察官以外の警察官】
・特定幹部警察官以外の警察官

ア 令和５年１２月期支給月数 １．２０月→１．２５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．２５月→１．２２５月
年間支給月数 (２．４０月) → (２．４５月)

・特定幹部警察官
ア 令和５年１２月期支給月数 １．００月→１．０５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．０５月→１．０２５月
年間支給月数 (２．００月) → (２．０５月)

【定年前再任用短時間勤務警察官】
・特定幹部警察官以外の警察官

ア 令和５年１２月期支給月数 ０．６７５月→０．７０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 ０．７０月→０．６８７５月
年間支給月数 (１．３５月) → (１．３７５月)

・特定幹部警察官
ア 令和５年１２月期支給月数 ０．５７５月→０．６０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 ０．６０月→０．５８７５月
年間支給月数 (１．１５月) → (１．１７５月)

（３）勤勉手当の支給割合の改定
【定年前再任用短時間勤務警察官以外の警察官】
・特定幹部警察官以外の警察官

ア 令和５年１２月期支給月数 １．００月→１．０５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．０５月→１．０２５月
年間支給月数 (２．００月) → (２．０５月)

・特定幹部警察官
ア 令和５年１２月期支給月数 １．２０月→１．２５月
イ 令和６年６月期以降支給月数 １．２５月→１．２２５月
年間支給月数 (２．４０月) → (２．４５月)

【定年前再任用短時間勤務警察官】
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・特定幹部警察官以外の警察官
ア 令和５年１２月期支給月数 ０．４７５月→０．５０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 ０．５０月→０．４８７５月
年間支給月数 (０．９５月) → (０．９７５月)

・特定幹部警察官
ア 令和５年１２月期支給月数 ０．５７５月→０．６０月
イ 令和６年６月期以降支給月数 ０．６０月→０．５８７５月
年間支給月数 (１．１５月) → (１．１７５月)

・施行日：公布の日（一部は、令和６年４月１日）

３．その他議案 ２２件

議案第１４７号 令和５年度建設事業施行に伴う市町村負担金について (財政課)

負担金額 ３７６，２４２千円

議案第１４８号 関西広域連合規約の一部の変更について (企画総務課)

関西広域連合規約の一部の変更について、地方自治法第２９１条の
１１の規定により、議会の議決を求めるもの

議案第１４９号 当せん金付証票の発売総額について (財政課)

令和６年度中の当せん金付証票(宝くじ)の発売総額について、議会の
議決を求めるもの
・発売総額：１２，０００，０００千円以内

議案第１５０号 県道路線の認定について (道路保全課)

県道路線の認定について、道路法第７条第２項の規定により、議会の
議決を求めるもの
・路線名：有田川湯浅線

議案第１５１号 訴訟の提起について (道路建設課)

県道長井古座線道路改良事業に係る共有物分割請求訴訟を提起するこ
とについて、議会の議決を求めるもの
・相手方：３名

議案第１５２号 訴訟の提起について (建築住宅課)

県営住宅家賃滞納者に対する住宅明渡し及び滞納家賃請求訴訟を提起
することについて、議会の議決を求めるもの
・相手方：５名

議案第１５３号 和歌山県立情報交流センターの指定管理者の指定について
(デジタル社会推進課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：特定非営利活動法人和歌山ＩＴ教育機構
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議案第１５４号 和歌山県ＮＰＯサポートセンターの指定管理者の指定について
(県民生活課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：特定非営利活動法人わかやまＮＰＯセンター

議案第１５５号 和歌山県和歌山マリーナの指定管理者の指定について
(港湾空港振興課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：特定非営利活動法人和歌山セーリングクラブ

議案第１５６号 和歌浦漁港指定漁港施設の指定管理者の指定について
(港湾空港振興課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：有限会社ベイサイド和歌浦

議案第１５７号 加太みなとまちの指定管理者の指定について (港湾空港振興課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：加太まちづくり株式会社

議案第１５８号 日置港泊地・物揚場・小型船舶係留施設の指定管理者の指定について
(港湾空港振興課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：白浜町

議案第１５９号 宇久井港物揚場の指定管理者の指定について (港湾空港振興課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：那智勝浦町

議案第１６０号 和歌山県田辺漁港海岸扇ケ浜ビーチハウスの指定管理者の指定について
(港湾空港振興課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：田辺市

議案第１６１号 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育セ
ンター和歌山ビッグウエーブの指定管理者の指定について

(<教>スポーツ課)

指定管理者指定のため、議会の議決を求めるもの
・指定管理者候補者：公益財団法人和歌山県スポーツ振興財団

議案第１６２号 和歌山県と上大中清掃施設組合との間の行政不服審査法第８１条第１項
に規定する機関の事務の委託の廃止について (市町村課)

上大中清掃施設組合の行政不服審査法第８１条第１項に規定する機関
の事務の委託を受けるための規約を廃止することについて、地方自治法
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の規定に基づき、議会の議決を求めるもの

議案第１６３号 和歌山県と上大中清掃施設組合との間の公平委員会の事務の委託の廃止
について (市町村課)

上大中清掃施設組合の公平委員会に関する事務の委託を受けるための
規約を廃止することについて、地方自治法の規定に基づき、議会の議決
を求めるもの

議案第１６４号 権利の放棄について (企画総務課)

コスモパーク加太内の土地を売却するに当たり、金銭消費貸借の債務
弁済に係る共同担保の一部として当該用地に設定された抵当権を放棄す
ることについて、議会の議決を求めるもの

議案第１６５号 権利の放棄について (企画総務課)

コスモパーク加太内の土地を売却するに当たり、金銭消費貸借の債務
弁済に係る共同担保の一部として当該用地に設定された抵当権を放棄す
ることについて、議会の議決を求めるもの

議案第１６６号 公立大学法人和歌山県立医科大学中期目標の策定について (医務課)

公立大学法人が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を設立
団体の長である県知事が定めることについて議会の議決を求めるもの
・中期目標の期間：令和６年４月１日から令和１２年３月３１日まで

の６年間

議案第１６７号 工事請負変更契約の締結について (道路建設課)

工 事 名：国道１６８号（仮称１号トンネル）道路改築工事
元契 約金 額：７，７０９，５１０，６００円
変更契約金額：７，９９６，２７７，３００円

議案第１６８号 工事請負変更契約の締結について (道路建設課)

工 事 名：紀伊停車場田井ノ瀬線（仮称新南田井ノ瀬橋上部その
４）道路改良工事

元契 約金 額：１，６７５，３００，０００円
変更契約金額：１，８４３，８６９，５００円

４．委任専決処分報告 ７件

諸報第３４号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜令和５年１１月１５日専決＞

警察本部 ２件 ８４２，４００円
事故発生日：令和５年２月２５日

諸報第３５号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜令和５年１１月１５日専決＞
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警察本部 １件 ８７２，７７２円
事故発生日：令和５年３月９日

諸報第３６号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜令和５年１１月１５日専決＞

警察本部 １件 ５９４，０００円
事故発生日：令和５年３月２８日

諸報第３７号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜令和５年１１月１５日専決＞

商工観光労働部 １件 ４２５，０００円
事故発生日：令和５年５月２６日

諸報第３８号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜令和５年１１月１５日専決＞

警察本部 １件 ５０，０５０円
事故発生日：令和５年７月１４日

諸報第３９号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜令和５年１１月１５日専決＞

警察本部 １件 ９４，１７４円
事故発生日：令和５年７月２７日

諸報第４０号 職員の公務中における交通事故に伴う損害賠償の額について
＜令和５年１１月１５日専決＞

農林水産部 １件 １６５，４４３円
事故発生日：令和５年８月２３日

５．追加予定案件 １件

（人事案件 １件）

（１）和歌山海区漁業調整委員会委員 １件（欠員）


